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平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
（
金
）
飯
田
川
町
役
場
正
庁
に
お
い
て
、
第
六
回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
協
議
会
に
は
、
委
員
等
二
十
一
名
が
出
席
し
、
約
五
十
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
会
長
は
『
新
市
の
名
称
、
事
務
所
の
位
置
、
財
産
の
取
扱
い
の
部
分
で
硬
直
状
態
と
な
っ

て
い
る
が
、
住
民
の
町
に
対
す
る
思
い
と
期
待
に
応
え
つ
つ
、
意
見
の
違
う
部
分
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
折

衷
案
を
さ
ぐ
り
な
が
ら
三
町
合
併
の
あ
る
べ
き
姿
を
協
議
し
て
い
き
た
い
』
と
あ
い
さ
つ
。

住
民
説
明
会
の
概
要
な
ど
二
項
目
が
報
告
さ
れ
、
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
な
ど
五
項
目
と
継
続
協
議
と

な
っ
て
い
た
新
市
の
名
称
な
ど
五
項
目
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

（
名
称
の
決
定
方
法
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

（
合
併
時
の
事
務
所
の
位
置
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
）

新
市
の
名
称
な
ど
三
項
目
に
つ
い
て
は
、
第
五
回

合
併
協
議
会
で
設
置
さ
れ
た
小
委
員
会
の
報
告
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
具
体
的
な
調
整
案
ま
で

至
ら
ず
小
委
員
会
で
引
き
続
き
協
議
す
る
こ
と
に
な

り
、
協
議
会
に
お
い
て
も
継
続
協
議
と
い
た
し
ま
し

た
。

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

条
例
、
規
則
等
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
合
併
協

議
会
で
協
議
・
確
認
さ
れ
た
各
種
事
務
事
業
等
の
調

整
内
容
に
基
づ
き
、
次
の
区
分
に
よ
り
整
備
す
る
も

の
と
す
る
。

●
合
併
と
同
時
に
市
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
に

よ
り
、
即
時
制
定
し
、
施
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

も
の
。

●
合
併
後
、
一
定
の
地
域
に
暫
定
的
に
施
行
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
も
の
。

●
合
併
後
、
逐
次
制
定
し
、
施
行
さ
せ
る
こ
と
と
す

る
も
の
。

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
三
町
で
構
成
し
て
い
る
湖
南
地
区
衛
生
処
理
組
合

及
び
二
町
で
構
成
し
て
い
る
昭
和
町
飯
田
川
町
羽

城
中
学
校
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日

を
も
っ
て
解
散
し
、
合
併
の
日
に
す
べ
て
の
事
務

及
び
財
産
を
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

ま
た
、
一
般
職
の
職
員
は
新
市
の
職
員
と
し
て
身

分
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

●
三
町
の
一
部
が
加
入
し
て
い
る
男
鹿
地
区
消
防
一

部
事
務
組
合
、
男
鹿
地
区
衛
生
処
理
一
部
事
務
組

合
、
湖
東
地
区
行
政
一
部
事
務
組
合
及
び
井
川
町
・

飯
田
川
町
共
有
財
産
管
理
組
合
に
つ
い
て
は
、
合

併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退
し
、
新
市
に
お
い

て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
に
加
入
す
る
。

●
三
町
が
加
入
し
て
い
る
秋
田
県
市
町
村
会
館
管
理

組
合
及
び
秋
田
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
に
つ
い

て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退
し
、
新

市
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
に
加
入

す
る
。

●
公
平
委
員
会
事
務
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前

日
を
も
っ
て
委
託
に
関
す
る
規
約
を
廃
し
、
新
市

に
お
い
て
現
行
の
内
容
に
よ
り
締
結
す
る
。

●
天
王
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
株
式
会
社
及
び
昭
和
町
総

合
開
発
株
式
会
社
に
対
す
る
出
資
に
関
す
る
権
利

は
、
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
管
理
及
び
運
営
は
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

○
小
委
員
会
の
報
告

新
市
の
名
称
、
新
市
の
事
務
所
の
位
置
及
び
財
産

の
取
扱
い
等
に
関
す
る
小
委
員
会
の
初
会
議
を
十
一

月
六
日
飯
田
川
町
役
場
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

三
町
の
町
長
及
び
議
会
議
長
の
六
名
で
構
成
さ
れ
て

い
る
小
委
員
会
は
、
は
じ
め
に
委
員
長
、
副
委
員
長

の
選
出
を
行
い
、
委
員
長
に
は
後
藤
天
王
町
議
会
議

長
、
副
委
員
長
に
は
、
赤
平
昭
和
町
議
会
議
長
と
門

間
飯
田
川
町
議
会
議
長
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

基
本
三
項
目
に
つ
い
て
協
議
を
し
ま
し
た
が
、
最

終
確
認
ま
で
至
ら
ず
、
引
き
続
き
協
議
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

《
継
続
協
議
》

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

（
小
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
）

《
継
続
協
議
》

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
小
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
）

議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は『
小
委
員
会
を
設
置
す
る
』

調
整
案
で
関
連
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
回
同
様
一
括

上
程
し
協
議
し
ま
し
た
。
協
議
で
は
『
小
委
員
会
を

設
置
し
な
い
で
合
併
協
議
会
で
協
議
す
べ
き
』
と
の

発
言
が
あ
り
、
小
委
員
会
は
設
置
せ
ず
、
合
併
協
議

会
で
協
議
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

町
名
、
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て

町
名
、
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
確
認
し
ま
し
た
。

小
字
の
名
称
及
び
区
域
は
原
則
と
し
て
従
前
の
と

お
り
と
し
、
大
字
名
に
つ
い
て
は
合
併
前
に
お
い
て

現
町
で
調
整
す
る
。

■ごみ処理業務等

湖南地区衛生処理組合

昭和町飯田川町組合立羽城中学校 ◯◯市立羽城中学校

■消防・救急業務等

男鹿地区消防一部事務組合

湖東地区行政一部事務組合

旧天王町地域を管轄

旧昭和町地域を管轄

旧飯田川町地域を管轄

◯◯市衛生処理センター

合併前 合併後

※想定される具体的パターン

ミ
ニ
メ
モ

○
市
長
職
務
執
行
者

三
町
の
町
長
は
、
合
併
の
日
の
前
日
に
失
職

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新
市
の
市
長
が
選
挙

さ
れ
る
ま
で
の
間
、
市
長
の
代
わ
り
と
な
っ
て

職
務
を
行
う
人
の
こ
と
で
、
三
町
の
町
長
の
中

か
ら
選
ば
れ
ま
す
。

○
専
決
処
分

必
要
な
時
期
ま
で
に
議
決
ま
た
は
、
決
定
を

得
る
た
め
の
議
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い

と
認
め
る
時
、
首
長
が
議
会
に
代
わ
っ
て
、
案

件
を
処
理
す
る
こ
と
。
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消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
確

認
し
ま
し
た
。

指
定
金
融
機
関
、
支
払
い
等
に

関
す
る
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

指
定
金
融
機
関
、
支
払
い
等
に
関
す
る
業
務
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

新
市
の
指
定
金
融
機
関
は
、
株
式
会
社
秋
田
銀
行

と
す
る
。

収
納
代
理
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
利
便

性
を
考
慮
し
、
銀
行
、
農
協
、
信
用
金
庫
及
び
郵
便

局
を
指
定
す
る
。

消
防
団
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。

な
お
、
当
面
現
町
消
防
団
を
支
団
と
す
る
が
、
新

市
に
お
い
て
消
防
行
政
に
関
す
る
審
議
を
行
う
組
織

を
設
置
し
、
消
防
団
の
組
織
体
制
に
つ
い
て
検
討
す

る
も
の
と
す
る
。

団　長�

副団長�

支団長�

副支団長�

分　　団�

【２名】�

【３名】�

【３名】�

名称／天王町消防団�
分団数／12分団�
　　　　定員230人�
　　　　現員224人�
消防車両等／�
　　　普通小型動力ポンプ�
　　　積載車　12台�
�

名称／昭和町消防団�
分団数／13分団�
　　　　定員188人�
　　　　現員163人�
消防車両等／�
　　軽四輪小型動力ポンプ�
　　積載車　12台�
�

名称／飯田川町消防団�
分団数／５分団�
　　　　定員90人�
　　　　現員82人�
消防車両等／�
　普通小型動力ポンプ�
　積載車　１台　　�
　軽四輪小型動力ポンプ�
　積載車　４台�
�

※分団は現町の消防団の分団体制が基本となります�

新市消防団組織図

ミ
ニ
メ
モ

○
指
定
金
融
機
関

地
方
自
治
法
第
二
三
五
条
及
び
同
法
施
行
令

第
一
六
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体

が
公
金
の
収
納
・
支
払
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ

る
た
め
に
指
定
す
る
金
融
機
関
。

※
地
方
自
治
法
第
二
三
五
条

市
町
村
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

金
融
機
関
を
指
定
し
て
、
市
町
村
の
公
金
の
収
納

又
は
支
払
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
収
納
代
理
金
融
機
関

地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
指
定
金
融
機
関
の

取
り
扱
う
収
納
事
務
の
一
部
を
代
理
し
て
取
り

扱
わ
せ
る
た
め
に
指
定
す
る
金
融
機
関
を
い

う
。

新設合併の場合は、３町の条例、規則等は、すべて効力を失うことになります。

このため、新市の条例、規則等が制定、施行されるまでの間、従来旧町地域に施行された条例、規則

等を新市の条例、規則等として当該地域に引き続き暫定的に施行することができるほか、必要に応じて

新市の長の職務執行者が専決処分によって条例を制定するなどして、新市の発足の日に事務処理に不都

合のないようにしておく必要があります。

専決処分するもの、暫定施行するもの、逐次制定するものの区分については、次のとおりです。

市町村の法律ともいうべき条例や規則等は、合併当日から必要に
なると思いますが、どのようにして制定、施行するのですか。合併Ｑ＆Ａコーナー合併Ｑ＆Ａコーナー

Ｑ

Ａ

１． 法定により必ず設置するもの若しくは制定が必要なもの又は
これらに準ずるもので、市政執行上空白期間の許されないもの

２． 新市の組織及びその運営又は職員等の勤務時間（給与、勤務
時間等）に関するもの

３． 市民の権利・利益の保護又は権利の制限若しくは義務を課す
ため、空白期間の許されないもの

１． 条例名は類似しているが、３町の制度に差異があり新市発足
時において統合が困難なため統合案を決定し議会に提案する予
定のもの

２． いずれかの町のみの条例であり、新市において全域に適用さ
せるかの政策的判断を要するもの

３． 新たに適用されるものはないが、すでに適用されていたもの
を整理する間施行するもの

１． 市長の政策判断に係る条例
２． 議会が定める条例

新市発足後即時制定する条例

新市発足後逐次制定する条例

新市発足後も引き続き旧町条例を施行する条例

最
初
の
議
会

最
初
の
議
会
又
は
、
そ
れ
以
降
の
議
会

新
市
に
お
い
て
施
行
す
る
条
例

専決処分する条例

暫定施行する条例

逐次制定する条例

報告

第
七
回
合
併
協
議
会

十
一
月
二
十
八
日
（
金
）
昭
和
町
農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

詳
し
い
内
容
は
、
次
回
合
併
協
議
会
だ
よ
り
で

紹
介
い
た
し
ま
す
。

新
市
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

十
一
月
二
十
四
日
（
月
）
昭
和
町
羽
城
中
学
校
視
聴

覚
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

詳
し
い
内
容
は
、
次
回
合
併
協
議
会
だ
よ
り
で
紹
介

い
た
し
ま
す
。
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秋田市�

井川町�

レイクプラザ昭和●�

大久保郵便局●�

●西保育園�

▲
大
久
保
小
学
校�

昭
和
工
業
団
地
●�

●
中
央
保
育
園�

●
湖
東
地
区
消
防
昭
和
分
署�

▲東湖小学校�▲東湖小学校�

●一向球場�

●ＪＡ天王町支所�
●商工会�

町
民
野
球
場
・
湖
岸
保
育
園�

海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館�●東湖幼稚園�●東湖幼稚園�

海洋センター挺庫●�

●天風丸�
　（風力発電施設）�

●
湖
南
地
区
衛
生
セ
ン
タ
ー�

飯
田
川
郵
便
局
●�

●八郎潟ハイツ�
●グラウンドゴルフ場（建設中）�
●　　　町営球場�

●梅の里�

●湖東地区斎場�

●
Ｊ
Ａ
昭
和
支
所�

昭
和
・
男
鹿
半
島
Ｉ
・
Ｃ�

●
公
民
館�

●
昭
和
交
番�

●
●�

郷土文化保存●�
　　　伝承館�

●石川理紀之助遺跡�

豊川小学校�
▲�東保育園●�

●�

●
県
中
央
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー�

町民体育センター�
商工会�
羽城中学校�

▲�
●豊川駐在所�

●ブルーメッセあきた・�
　県花き種苗センター・グラウンドゴルフ場�

ＪＡ飯田川支所●�

湖
南
地
区
最
終
処
分
場
●�

県漁協天王町支所●�

Ｊ
Ａ
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
●�

●福祉センター・保健センター�

天
王
幼
稚
園
●�

総
合
体
育
館
・
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
・
防
災
セ
ン
タ
ー�

天
王
小
学
校
▲�

●
男
鹿
地
区
消
防
天
王
分
署�

●
天
王
交
番�

▲天王中学校�

◎天王町役場�

飯田川町役場◎�

グランパスくらかけ●�
天王温泉くらら●�

天王グリーンランド●�

出戸小学校▲�
出戸幼稚園●�

出戸浜海水浴場●�

▲
追
分
小
学
校�

天
王
南
中
学
校
▲

天
王
南
中
学
校
▲�

天
王
南
中
学
校
▲�

●
追
分
幼
稚
園�

秋田西高校▲�

県自治研修所●�
天王みどり学園�
県教育センター�

上出戸駐在所●�

●男鹿地区消防�
　天王南分署�

追分乳児保育所●�

●天王町役場追分出張所�

●県果樹試験場�

ＪＡ飯田川支所●�

商工会・公民館●�
飯田川町役場◎�

昭
和
町
役
場
◎

昭
和
町
役
場
◎�

�
ふれあいスポーツ会館・海洋センタープール●�
�
ふれあいスポーツ会館・海洋センタープール●�

昭
和
町
役
場
◎�

八郎潟調整池�

日本海�

飯田川町�

昭和町�

天王町�

◎天王町役場�

天王郵便局�

●�

追分地区公園・長沼球場●�
　　　　　　多目的広場�

追分保育園●�

飯田川駐在所●�飯田川駐在所●�

飯田川小学校▲�飯田川小学校▲�

元木山公園・元木山球場・元木山陸上競技場�
歴史民俗資料館・八郎潟漁業用具収蔵庫�

●�●�

●�公
民
館

公
民
館�

図
書
館

図
書
館�

二
田
保
育
園

二
田
保
育
園�

公
民
館�

図
書
館�

二
田
保
育
園�

保健福祉センター●�保健福祉センター●�

●�
●�●�

●�
●�●�

体育館・若竹幼児教育センター●�体育館・若竹幼児教育センター●�

商工会・公民館●�

３町の主要施設等を紹介します。

一人ひとりが輝く ひとと環境に優しい田園都市一人ひとりが輝く ひとと環境に優しい田園都市

●面　積 97.95km2

●人　口 35，711人

●世帯数 11，277世帯

●人口密度 364.5人／km2

（H12 国勢調査）
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〒010－0201 南秋田郡天王町天王字上江川４７－６１０　天王町保健センター２階
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事務局

電　話　０１８－８７０－６５６６　ＦＡＸ　０１８－８７８－７２１５
http://www.tsi-gappei.jp/ E-mail：soumu@tsi-gappei.jp

●事務局●

■印刷／株式会社　塚田美術印刷

第８回合併協議会は、平成１５年１２月１９日（金）午後２時から天王町福祉センターで開催します。
どなたでも傍聴できますのでお気軽においでください。

informationinformation インフォメーション

てんのう・しょうわ・いいたがわ

フォト・ギャラリー

▲天王町二田保育園

▲天王町天王幼稚園

▲天王町　私立東湖幼稚園 ▲天王町　私立追分幼稚園 ▲昭和町中央保育園

▲昭和町東保育園 ▲昭和町西保育園 ▲飯田川町若竹幼児教育センター

▲天王町追分乳児保育所 ▲天王町湖岸保育園

▲天王町追分保育園 ▲天王町出戸幼稚園


